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◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
九
十
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
及
び
第
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
の
あ
っ
た
特
定
施
設
の
設
置
及
び
そ
の
構
造
等
の
変
更
の
許
可
申
請
の
概

要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
し
、
及
び
そ
の
構
造
等
を
変
更
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に

つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に

供
す
る
。

令
和
四
年
六
月
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
申
請
の
概
要

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

(
1
)

っ

名
称

株
式
会
社
岡
山
村
田
製
作
所

7
7

住
所

岡
山
県
瀬
戸
内
市
邑
久
町
福
元

氏
名

代
表
取
締
役
社
長

佐々
木
俊
和

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

(
2
)名

称
株
式
会
社
岡
山
村
田
製
作
所

7
7

所
在
地

岡
山
県
瀬
戸
内
市
邑
久
町
福
元
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(3) 特定施設に関する事項

区 分 新 設 新 設 新 設 変 更 前 変 更 後

65 65 65 65 65
種 類 酸又はアルカリによる 酸又はアルカリによる 酸又はアルカリによる 酸又はアルカリによる 酸又はアルカリによる

（ ） （ ）表面処理施設（ＢＣ） 表面処理施設（ＢＤ） 表面処理施設（ＢＥ） 表面処理施設 ＢＢ４ 表面処理施設 ＢＢ４

能 力 7.2㎥／日 0.091㎥／日 0.18㎥／日 5.5㎥／日 同左

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに 同左 同左 － 許可後直ちに

工 事 完 成 予 定 年 月 日 着手後１週間 同左 同左 － 着手後１週間

使 用 開 始 予 定 年 月 日 完成後１週間 同左 同左 － 完成後１週間

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 断続８時間 連続24時間 同左 同左 同左
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 5.7 7.2 0.07 0.09 0.16 0.18 4.4 5.5
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 10～12 10～12
最大の値並びに
当該汚水等の通 ＢＯＤ（㎎／Ｌ） 20,000 20,000 20,000 20,000
常の量及び最大
の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 10,000 10,000 10,000 10,000

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 50 50 50 50

油 分（㎎／Ｌ） 5 5 5 5
同左

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 1,500 1,500 同左 同左 1,500 1,500

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 0.5 0.5 0.5 0.5

Ｃ ｕ（mg／Ｌ） 12 12 12 12

Ｆ ｅ（mg／Ｌ） － － － －

アンモニア,アンモニウム

－ － － －化合物,亜硝酸化合物及び

硝酸化合物（mg／Ｌ）

備考 種類は、水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。
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区 分 廃 止 廃 止 廃 止 廃 止 廃 止

63－ホ

65 65
金属製品製造業又は機 65 65

種 類 酸又はアルカリによる 酸又はアルカリによる
械器具製造業（武器製 酸又はアルカリによる 酸又はアルカリによる

表面処理施設（ＡＥ） 表面処理施設（ＡＧ）造業を含む ）の用に 表面処理施設（Ｚ１、 表面処理施設 ＡＡ１。 （ 、
供する廃ガス洗浄施設 ２） ２）
（Ｊ15～34）

能 力 5.5㎥／日（20基） 50.4㎥／日（２基） 108㎥／日（２基） 50.4㎥／日 16.2㎥／日

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 同左 同左 同左 同左

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 同左 同左 同左 同左

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 同左 同左 同左 同左

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続24時間 同左 同左 同左 同左
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 1.75 2.5 35.3 50.4 75.6 108 35.3 50.4 52.9 75.6
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 6.5～7.5 1.5～4.0 1～5 2～6
最大の値並びに
当該汚水等の通 ＢＯＤ（㎎／Ｌ） 3 5 0.7 1.1 50 75 0.6以下 6
常の量及び最大
の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 14 19 4以下 6 100 150 0.6以下 6

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 1 5 2以下 2 65 97.5 2以下 5

油 分（㎎／Ｌ） 1未満 1 0.5以下 0.5 10 15 0.5以下 5

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 2.4 5 10以下 10 10 15 同左 10以下 10

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 0.02 1 0.02以下 0.02 1 1.5 0.02以下 0.2

Ｃ ｕ（mg／Ｌ） － － 27 41 120 180 0.5以下 3以下

Ｆ ｅ（mg／Ｌ） － － － － 10 15 － －

アンモニア、アンモニウム

－ － 10以下 10 － － 10以下 10化合物、亜硝酸化合物及び

硝酸化合物（mg／Ｌ）

備考 種類は、水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。
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区 分 廃 止 廃 止 廃 止 廃 止 廃 止

65
65 65 65 65 酸又はアルカリによる

種 類 酸又はアルカリによる 酸又はアルカリによる 酸又はアルカリによる 酸又はアルカリによる
表面処理施設（ＡＺ１表面処理施設（ＡＫ） 表面処理施設（ＡＴ） 表面処理施設（ＡＶ） 表面処理施設（ＡＷ）
～10）

能 力 13.1㎥／日 28㎥／日 26.1㎥／日 75.6㎥／日 36㎥／日（10基）

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 同左 同左 同左 同左

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 同左 同左 同左 同左

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 同左 同左 同左 同左

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続24時間 同左 同左 同左 同左
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 9.2 13.1 15 28 18.3 26.1 52.9 75.6 11.34 16.2
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 9～11 3～5 9～11 3～5 7～8.5
最大の値並びに
当該汚水等の通 ＢＯＤ（㎎／Ｌ） 5.5 6.9 0.6以下 6 50 63 930 1,050 0.6以下 6
常の量及び最大
の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 42 53 1以下 6 100 125 1,300 1,450 0.6以下 6

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 40 50 15未満 15 65 81.3 33 40 2以下 5

油 分（㎎／Ｌ） 5.5 6.9 0.5以下 5 9 11.3 0.5以下 0.5 0.5以下 5

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 6.4 8 10未満 10 1 1.3 520 580 0.2以下 2

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 0.02 0.03 0.02未満 0.2 0.4 0.5 0.02以下 0.02 0.02以下 0.2

Ｃ ｕ（mg／Ｌ） 40 50 3未満 3 － － － － － －

Ｆ ｅ（mg／Ｌ） － － － － － － － － － －

アンモニア、アンモニウム

－ － 1未満 1 － － 100以下 100 － －化合物、亜硝酸化合物及び

硝酸化合物（mg／Ｌ）

備考 種類は、水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。
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区 分 廃 止

65
酸又はアルカリによる

種 類
表面処理施設（ＢＡ１
～７）

能 力 17.3㎥／日（７基）

工 事 着 手 予 定 年 月 日 －

工 事 着 手 予 定 年 月 日 －

使 用 開 始 予 定 年 月 日 －

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続24時間
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 10.9 15.6
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 2～6
最大の値並びに
当該汚水等の通 ＢＯＤ（㎎／Ｌ） 0.6以下 6
常の量及び最大
の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 0.6以下 6

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 2以下 5

油 分（㎎／Ｌ） 0.5以下 5

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 0.2以下 2

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 0.02以下 0.2

Ｃ ｕ（mg／Ｌ） － －

Ｆ ｅ（mg／Ｌ） － －

アンモニア、アンモニウム

10以下 10化合物、亜硝酸化合物及び

硝酸化合物（mg／Ｌ）

備考 種類は、水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。
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(4) 汚水等の処理施設に関する事項

区 分 変 更 前 変 更 後

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 Ｎｏ．２工程排水処理施設 同左

種 類 工程排水処理 同左

構 造 鉄筋コンクリート、ＳＳ 同左

主 要 寸 法 Ｗ17,400mm×Ｌ14,600mm×Ｈ6,200mm 同左

能 力 792㎥／日 同左

処 理 の 方 法 同左
凝集沈殿、ｐＨ調整、バイオマイティー、砂濾
過

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 工事着手後１週間

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 工事完成後１週間

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並び
にその使用に季節的変動がある場合はその概 連続24時間 同左
要

使用時において 処 理 前 処 理 後 処 理 前 処 理 後
当該特定施設か 区 分
ら排出される汚 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
水等の汚染状態
の通常の値及び 水 量（㎥／Ｌ） 454.9 549.2 454.9 549.2 485.9 578.8 485.9 578.8
最大の値並びに
当該汚水等の通 ｐ Ｈ 6～9 6～9 6～8.5 6～8.5
常の量及び最大
の量 ＢＯＤ（mg／Ｌ） 20 20 12 20

ＣＯＤ（mg／Ｌ） 20 20 12 20

Ｓ Ｓ（mg／Ｌ） 250 250 14 20

油 分（mg／Ｌ） 5 5 5 5

Ｔ－Ｎ（mg／Ｌ） 10 10 8 10

Ｔ－Ｐ（mg／Ｌ） 5 5 1.4 2

Ｐ ｂ（mg／Ｌ） 10 10 0.1以下 0.1 同左

Ｃｒ （mg／Ｌ） 0.05 0.05 0.05以下 0.056＋

ふっ素（mg／Ｌ） 4 8 4以下 8以下

Ｃ ｕ（mg／Ｌ） 2 3 2以下 3以下

ほう素（mg／Ｌ） 0.4 4 0.4 4

Ｆ ｅ（mg／Ｌ） 2 2 2以下 2以下

アンモニア、アンモニウム
10 10 8 10化合物、亜硝酸化合物及び

硝酸化合物（mg／Ｌ）
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区 分 変 更 前 変 更 後

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 Ｎｏ．３工程排水処理施設 同左

種 類 工程排水処理 同左

構 造 鉄筋コンクリート 同左

主 要 寸 法 Ｗ18,800mm×Ｌ33,000mm×Ｈ5,000mm 同左

能 力 759㎥／日 同左

処 理 の 方 法 凝集沈殿、ｐＨ調整 同左

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 工事着手後１週間

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 工事完成後１週間

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並び
にその使用に季節的変動がある場合はその概 連続24時間 同左
要

使用時において 処 理 前 処 理 後 処 理 前 処 理 後
当該特定施設か 区 分
ら排出される汚 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
水等の汚染状態
の通常の値及び 水 量（㎥／Ｌ） 581.8 640.4 581.8 640.4 585.1 702.7 585.1 702.7
最大の値並びに
当該汚水等の通 ｐ Ｈ 6～9 6～9 6～8.1 6～8.1
常の量及び最大
の量 ＢＯＤ（mg／Ｌ） 20 20 9 14

ＣＯＤ（mg／Ｌ） 32 32 9 14

Ｓ Ｓ（mg／Ｌ） 250 250 16 16

油 分（mg／Ｌ） 5 5 5 5

Ｔ－Ｎ（mg／Ｌ） 14 14 12 14

Ｔ－Ｐ（mg／Ｌ） 5 5 1.4 2

Ｐ ｂ（mg／Ｌ） 0.2 0.2 0.1以下 0.1 同左

Ｃｒ （mg／Ｌ） － － － －6＋

ふっ素（mg／Ｌ） 4 8 4以下 8以下

Ｃ ｕ（mg／Ｌ） － － － －

ほう素（mg／Ｌ） 0.4 4 0.4 4

Ｆ ｅ（mg／Ｌ） － － － －

アンモニア、アンモニウム
14 14 12 14化合物、亜硝酸化合物及び

硝酸化合物（mg／Ｌ）
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区 分 変 更 前 変 更 後

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 Ｎｏ．４工程排水処理施設 同左

種 類 工程排水処理 同左

構 造 鉄筋コンクリート 同左

主 要 寸 法 Ｗ18,500mm×Ｌ15,200mm×Ｈ6,000mm 同左

能 力 1,500㎥／日 同左

処 理 の 方 法 凝集沈殿、ｐＨ処理 同左

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 工事着手後１週間

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 工事完成後１週間

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並び
にその使用に季節的変動がある場合はその概 連続24時間 同左
要

使用時において 処 理 前 処 理 後 処 理 前 処 理 後
当該特定施設か 区 分
ら排出される汚 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
水等の汚染状態
の通常の値及び 水 量（㎥／Ｌ） 938.3 1,357.2 938.3 1,357.2 310.6 437.8 310.6 437.8
最大の値並びに
当該汚水等の通 ｐ Ｈ 6～9 6～9 6～8.1 6～8.1
常の量及び最大
の量 ＢＯＤ（mg／Ｌ） 20 20 9 14

ＣＯＤ（mg／Ｌ） 32 32 9 14

Ｓ Ｓ（mg／Ｌ） 250 250 16 16

油 分（mg／Ｌ） 5 5 5 5

Ｔ－Ｎ（mg／Ｌ） 14 14 12 14

Ｔ－Ｐ（mg／Ｌ） 5 5 1.4 2

Ｐ ｂ（mg／Ｌ） 0.2 0.2 0.1以下 0.1 同左

Ｃｒ （mg／Ｌ） － － － －6＋

ふっ素（mg／Ｌ） 4 8 4以下 8以下

Ｃ ｕ（mg／Ｌ） － － － －

ほう素（mg／Ｌ） 0.4 4 0.4 4

Ｆ ｅ（mg／Ｌ） 2 2 2以下 2以下

アンモニア、アンモニウム
14 14 12 14化合物、亜硝酸化合物及び

硝酸化合物（mg／Ｌ）
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(5) 排水口に関する事項

排 水 口 番 号 Ａ

変 更 前 変 更 後
区 分

通 常 最 大 通 常 最 大

水 量（㎥／日） 4,368 5,910.8 3,774.6 5,083.3

ｐ Ｈ 6～8.5

ＢＯＤ（mg／Ｌ） 7 9

ＣＯＤ（mg／Ｌ） 7 9

Ｓ Ｓ（mg／Ｌ） 12 20

油 分（mg／Ｌ） 1 7

Ｔ－Ｎ（mg／Ｌ） 9 14

Ｔ－Ｐ（mg／Ｌ） 0.9 1.5

Ｐ ｂ（mg／Ｌ） 0.1以下 0.1以下

Ｃｒ （mg／Ｌ） 0.005以下 0.005以下 同左6＋

全Ｃｒ（mg／Ｌ） 0.01以下 0.01以下

Ｃ ｕ（mg／Ｌ） 0.3以下 0.3以下

Ｆ ｅ（mg／Ｌ） 1以下 1以下

ふっ素（mg／Ｌ） 2以下 5

ほう素（mg／Ｌ） 0.2 2

大腸菌群数 個㎤ 3,000以下 3,000（ ）

アンモニア、アンモニウム

3 10化合物、亜硝酸化合物及び

硝酸化合物（mg／Ｌ）

２ 縦覧の期間及び場所
(1) 期 間 令和４年６月14日から同年７月５日まで
(2) 場 所 岡山県環境文化部環境管理課及び瀬戸内市役所
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◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
九
十
一
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す

る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
四
年
六
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
あ
か
つ
き   

２  

所
在
地 

玉
野
市
胸
上
七
二
五 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

社
会
福
祉
法
人
瀬
戸
内
会 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

玉
野
市
胸
上
七
二
五 

三 

廃
止
年
月
日 

 
 

令
和
四
年
六
月
三
十
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
一
〇
四
〇
〇
三
五
七 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

居
宅
介
護
、
重
度
訪
問
介
護 

令和４年６月１４日　岡山県公報　第１２４０４号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
九
十
二
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指

定
し
た
。 

令
和
四
年
六
月
十
四
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 

 

指
定
し
た
医
療
機
関 

名 
 

 

称 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

指
定
年
月
日 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
翡
翠 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

倉
敷
市
茶
屋
町
三
〇
三
―
一
一 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

令
和
四
年
六
月
一
日 
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〔
二
八
二
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
。 

令
和
四
年
六
月
十
四
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

調
達
件
名 

 
 

令
和
四
年
度
岡
山
県
閉
域
Ｓ
Ｉ
Ｍ
モ
バ
イ
ル
環
境
構
築
及
び
運
用
保
守
業
務 

二 

契
約
期
間 

    

令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

岡
山
県
総
務
部
デ
ジ
タ
ル
推
進
課 

 
 

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号 

四 

落
札
者
を
決
定
し
た
日 

 
 

令
和
四
年
六
月
一
日 

五 

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所 

 
 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
ビ
ジ
ネ
ス
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ズ
株
式
会
社 

 
 

岡
山
市
北
区
中
山
下
二
丁
目
一
番
九
十
号 

六 

落
札
金
額 

二
四
五
、
一
七
五
、
七
〇
〇
円
（
う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
二
二
、
二
八
八
、
七
〇

〇
円
） 

七 

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続 

 
 

総
合
評
価
一
般
競
争
入
札 

八 

入
札
公
告
日 

 
 

令
和
四
年
四
月
十
二
日 
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〔
二
八
三
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
。

令
和
四
年
六
月
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

調
達
件
名

令
和
四
年
度
岡
山
県
仮
想
デ
ス
ク
ト
ッ
プ
シ
ス
テ
ム
更
新
及
び
運
用
保
守
業
務

二

契
約
期
間

令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
総
務
部
デ
ジ
タ
ル
推
進
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

五

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
デ
ー
タ
中
国
岡
山
支
店

岡
山
市
北
区
表
町
一
丁
目
五
番
一
号

六

落
札
金
額

二
一
九
、
五
一
八
、
七
〇
六
円
（
う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
一
九
、
九
五
六
、
二
四
六
円
）

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

総
合
評
価
一
般
競
争
入
札

八

入
札
公
告
日

令
和
四
年
四
月
十
二
日
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〔
二
八
四
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
備
前
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通

知
が
あ
っ
た
。 

令
和
四
年
六
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

岡
山
市
東
区
瀬
戸
町

光
明
谷
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
四
年
六
月
十
日
か
ら
同

年
八
月
三
十
一
日
ま
で 

測

量

期

間 
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〔
二
八
五
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
六
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
上
林
字
宮
後
七
〇
―
四
、
七
〇
―
六 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

総
社
市
地
頭
片
山
八
三
―
一
ベ
ル
・
コ
リ
ー
ヌ
Ａ
二
〇
二 

神
尾 

佳
道 

神
尾 

百
香 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
四
六
六
号 
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〔
二
八
六
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
六
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
門
田
字
小
山
西
六
九
九
―
一
一
、
六
九
九
―
一
二
、
七
〇
五
―
八
、
七
〇
六
―
一
、
七

〇
五
―
四
の
一
部
、
七
〇
六
―
二
の
一
部
、
七
〇
五
―
四
の
一
部
地
先
水
路 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

倉
敷
市
中
庄
一
二
八
七
―
一
シ
ル
フ
ィ
ー
ハ
イ
ム
二
〇
三 

秋
山 

寛
貴 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
四
年
四
月
六
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
四
号 
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〔
二
八
七
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
六
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

備
前
市
久
々
井
字
ト
フ
ラ
一
七
三
五
、
一
七
三
五
―
二
、
一
七
三
九
―
二
、
字
田
ノ
頭
一
七
四
〇
、

一
七
六
二
、
字
門
田
一
七
四
一
、
一
七
四
一
―
二
、
字
田
ノ
上
一
七
四
九
、
一
七
四
九
―
二
、
字
フ

ケ
一
七
五
〇
、
一
七
五
二
―
一
、
一
七
五
二
―
二
、
一
七
五
五
、
一
七
五
九
、
字
沖
田
一
七
五
六
、

一
七
五
六
―
二
、
一
七
六
〇
、
一
七
六
四
、
一
七
六
五
、
一
七
六
五
―
二
、
字
出
橋
一
七
七
三
―
一
、

一
七
七
三
―
二
、
一
七
七
四
―
一
、
一
七
七
四
―
三
、
一
七
七
四
―
四
、
字
沖
手
一
七
七
五
―
二
、

一
七
七
五
―
一
二
、
一
七
七
五
―
一
三
、
字
ト
フ
ラ
一
七
三
五
地
先
道
、
字
ト
フ
ラ
一
七
三
五
地
先

か
ら
字
沖
田
一
七
六
四
地
先
ま
で
道
、
字
沖
手
一
七
七
五
―
一
三
地
先
道
、
字
沖
田
一
七
五
六
地
先

水
路
、
字
田
ノ
上
一
七
四
九
―
二
地
先
か
ら
字
沖
田
一
七
五
六
地
先
ま
で
水
路
、
字
ト
フ
ラ
一
七
三

五
地
先
か
ら
字
田
ノ
上
一
七
四
九
地
先
ま
で
水
路
、
字
ト
フ
ラ
一
七
三
四
地
先
水
路
、
字
ト
フ
ラ
一

七
三
五
地
先
か
ら
字
沖
手
一
七
七
五
―
一
三
地
先
ま
で
水
路 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

備
前
市
東
片
上
一
二
六 

備
前
市
長 

村 

武
司 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
四
年
五
月
二
十
五
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
七
六
号 
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〔
二
八
八
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
六
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

備
前
市
久
々
井
字
ト
フ
ラ
一
七
三
五
、
一
七
三
五
―
二
、
一
七
三
九
―
二
、
字
田
ノ
頭
一
七
四
〇
、

一
七
六
二
、
字
門
田
一
七
四
一
、
一
七
四
一
―
二
、
字
田
ノ
上
一
七
四
九
、
一
七
四
九
―
二
、
字
フ

ケ
一
七
五
〇
、
一
七
五
二
―
一
、
一
七
五
二
―
二
、
一
七
五
五
、
一
七
五
九
、
字
沖
田
一
七
五
六
、

一
七
五
六
―
二
、
一
七
六
〇
、
一
七
六
四
、
一
七
六
五
、
一
七
六
五
―
二
、
字
出
橋
一
七
七
三
―
一
、

一
七
七
三
―
二
、
一
七
七
四
―
一
、
一
七
七
四
―
三
、
一
七
七
四
―
四
、
字
沖
手
一
七
七
五
―
二
、

一
七
七
五
―
一
二
、
一
七
七
五
―
一
三
、
字
ト
フ
ラ
一
七
三
五
地
先
道
、
字
ト
フ
ラ
一
七
三
五
地
先

か
ら
字
沖
田
一
七
六
四
地
先
ま
で
道
、
字
沖
手
一
七
七
五
―
一
三
地
先
道
、
字
沖
田
一
七
五
六
地
先

水
路
、
字
田
ノ
上
一
七
四
九
―
二
地
先
か
ら
字
沖
田
一
七
五
六
地
先
ま
で
水
路
、
字
ト
フ
ラ
一
七
三

五
地
先
か
ら
字
田
ノ
上
一
七
四
九
地
先
ま
で
水
路
、
字
ト
フ
ラ
一
七
三
四
地
先
水
路
、
字
ト
フ
ラ
一

七
三
五
地
先
か
ら
字
沖
手
一
七
七
五
―
一
三
地
先
ま
で
水
路 

二 

公
共
施
設
の
種
類 

    

道
路
、
水
路
、
消
防
の
用
に
供
す
る
貯
水
施
設 

三 

位
置
及
び
区
域 

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
（
開
発
登
録
簿
は
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て 

 

閲
覧
に
供
す
る
。
） 

四 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

備
前
市
東
片
上
一
二
六 

備
前
市
長 

村 

武
司 

五 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
四
年
五
月
二
十
五
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
七
六
号 
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〔
二
八
九
〕
物
品
の
売
買
、
修
理
等
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
（
条
件
付
）
参
加
資
格
を
得
よ
う

と
す
る
者
の
資
格
審
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
四
年
六
月
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

資
格
審
査
を
行
う
営
業
区
分
及
び
業
種
区
分

１

物
品
の
販
売
及
び
修
理

文
具
、
事
務
用
機
器

木
工
、
家
具

薬
品

印
刷

燃
料
、
油
脂

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

機
械
器
具

工
事
用
材
料

車
両
、
船
舶

そ
の
他

(6)

(7)

(8)

(9)

２

物
品
の
買
受
け

金
属
、
木
製
品
、
紙
類
の
古
物

家
具
、
食
品
、
動
物
類
の
生
産
物

(1)

(2)

二

審
査
事
項

１

申
請
時
の
直
前
事
業
年
度
の
決
算
（
以
下
「
直
前
決
算
」
と
い
う

）
に
お
け
る
売
上
高
（
消

。

費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
を
除
く

）
。

２

直
前
決
算
に
お
け
る
自
己
資
本
額

３

直
前
決
算
に
お
け
る
機
械
設
備
等
の
価
額

４

直
前
決
算
に
お
け
る
流
動
比
率

５

申
請
時
に
お
け
る
従
業
員
数

６

申
請
時
ま
で
の
営
業
年
数

７

男
女
共
同
参
画
の
推
進
状
況

８

障
害
者
雇
用
の
状
況

９

環
境
基
準
等
の
達
成
状
況

三

資
格
審
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

次
に
掲
げ
る
者
は
、
資
格
審
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
１
に
掲
げ
る
者
で
知
事

が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

１

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定

す
る
者

２

岡
山
県
税
、
市
町
村
税
（
県
内
の
市
町
村
長
が
課
し
た
も
の
に
限
る

）
又
は
消
費
税
及
び
地

。

方
消
費
税
を
滞
納
し
て
い
る
者

３

営
業
に
関
し
許
可
、
認
可
等
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
得
て
い
な
い
者

４

岡
山
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
二
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規

定
す
る
者

５

４
に
掲
げ
る
者
を
役
員
又
は
支
配
人
と
し
て
い
る
法
人
及
び
当
該
者
を
支
配
人
と
し
て
い
る
個

人
６

過
去
三
年
以
内
に
お
い
て
、
４
又
は
５
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
入

札
参
加
資
格
の
取
消
し
を
受
け
た
者

四

資
格
審
査
の
申
請
手
続

１

提
出
書
類
（
官
公
署
の
証
明
に
係
る
書
類
は
、
作
成
後
三
月
以
内
の
も
の
に
限
る

）
。

申
請
書

(1)

法
人
に
あ
っ
て
は
登
記
事
項
証
明
書
、
個
人
に
あ
っ
て
は
本
籍
地
の
市
町
村
長
が
発
行
す
る

(2)
身
分
証
明
書
及
び
登
記
事
項
証
明
書
（
支
配
人
を
選
任
し
て
い
る
場
合
に
限
る

）
。

岡
山
県
県
民
局
長
が
発
行
し
た
県
税
（
延
滞
金
等
を
含
む

）
の
納
税
証
明
書
（
滞
納
が
な

。

(3)
い
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ

（
県
に
納
税
の
義
務
が
あ
る
者
に
限

。
）

る

）
。県

内
の
市
町
村
長
が
発
行
し
た
市
町
村
税
（
延
滞
金
等
を
含
む
。
以
下
同
じ

）
の
納
税
証

。

(4)
明
書
（
県
内
の
市
町
村
に
納
税
の
義
務
が
あ
る
者
に
限
る

。
た
だ
し
、
県
内
の
営
業
所
の

。
）
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長
等
に
県
と
の
契
約
の
締
結
等
に
つ
い
て
の
権
限
を
委
任
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
営
業
所

等
の
所
在
地
の
市
町
村
長
が
発
行
し
た
市
町
村
税
の
納
税
証
明
書
、
委
任
し
な
い
場
合
に
あ
っ

て
は
県
内
の
本
店
又
は
主
た
る
営
業
所
等
の
所
在
地
の
市
町
村
長
が
発
行
し
た
市
町
村
税
の
納

税
証
明
書

税
務
署
長
が
発
行
し
た
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
未
納
税
額
が
な
い
こ
と
の
証
明
書

(5)

直
前
決
算
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
（
法
人
に
あ
っ
て
は
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
、
個

(6)
人
に
あ
っ
て
は
損
益
計
算
書
及
び
資
産
負
債
調
）

印
鑑
登
録
証
明
書

(7)

誓
約
書

(8)

法
人
に
あ
っ
て
は
役
員
及
び
支
配
人
の
名
簿
、
個
人
に
あ
っ
て
は
当
該
個
人
及
び
支
配
人
の

(9)
名
簿
（
支
配
人
を
選
任
し
て
い
る
場
合
に
限
る

）
。

営
業
に
関
し
許
可
、
認
可
等
を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
許
可
、
認
可
等
を
得
て
い
る

(10)
こ
と
を
証
す
る
書
類

契
約
の
締
結
等
に
つ
い
て
の
権
限
を
営
業
所
の
長
等
に
委
任
す
る
場
合
に
は
、
委
任
状

(11)

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

(12)
２

提
出
期
間

持
参
の
場
合

(1)

令
和
四
年
八
月
二
十
四
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
（
土
日
を
除
く

）
と
す
る
。

。

な
お
、
三
十
一
日
は
不
備
が
あ
っ
た
場
合
の
再
提
出
の
み
を
受
け
付
け
る
も
の
と
す
る
。

郵
便
又
は
信
書
便
に
よ
る
送
付
の
場
合

(2)

郵
便
又
は
信
書
便
に
よ
る
送
付
（
以
下
「
郵
送
等
」
と
い
う

）
に
よ
り
申
請
書
類
を
提
出

。

す
る
場
合
は
、
令
和
四
年
七
月
十
五
日
か
ら
同
年
八
月
二
十
三
日
ま
で
に
必
着
と
す
る
。

３

提
出
場
所

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
庁
西
庁
舎
一
階
会
議
室

４

提
出
方
法

持
参
の
場
合

(1)

２

の
提
出
期
間
中
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
（
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除

(1)

く

）
の
間
に
３
の
提
出
場
所
に
お
い
て
提
出
す
る
こ
と
。

。郵
送
等
の
場
合

(2)

八
の
問
い
合
わ
せ
先
に
郵
送
等
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。

五

申
請
書
の
交
付
期
間
等

１

交
付
期
間

令
和
四
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
八
月
三
十
日
ま
で
（
土
日
及
び
祝
日
を
除
く

）
。

２

交
付
場
所

岡
山
県
出
納
局
用
度
課
並
び
に
各
県
民
局
地
域
政
策
部
総
務
課
及
び
地
域
総
務
課

３

交
付
方
法

２
の
交
付
場
所
に
お
い
て
交
付
を
受
け
る
場
合

(1)

（

。
）

１
の
交
付
期
間
中
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く

の
間
に
交
付
す
る
。

郵
送
に
よ
り
交
付
を
受
け
る
場
合

(2)

返
信
用
の
封
筒
（
角
形
二
号
（
長
さ
三
十
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル×

幅
二
十
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
）
の
封
筒
に
返
信
先
宛
名
を
明
記
し
、
二
百
五
十
円
分
の
返
信
用
切
手
を
貼
っ
た
も
の
）
を

同
封
し
て
、
八
の
問
い
合
わ
せ
先
宛
て
に
請
求
す
る
こ
と
（
令
和
四
年
八
月
二
十
四
日
ま
で
の

消
印
の
あ
る
も
の
に
限
る

。
。
）

岡
山
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
場
合

(3)

令和４年６月１４日　岡山県公報　第１２４０４号



岡
山
県
出
納
局
用
度
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（ht

tps:/
/www

.pre
f.oka

yama
.jp/

soshi
ki/7

4
/

）

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

六

資
格
審
査
の
結
果
の
通
知

申
請
者
に
文
書
で
通
知
す
る
。

七

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

八

問
い
合
わ
せ
先

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
出
納
局
用
度
課
管
理
班

電
話
（
〇
八
六
）
二
二
六

七
五
三
八
又
は
（
〇
八
六
）
二
二
六

七
五
三
七

－
－
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〔
二
九
〇
〕
建
物
等
の
保
守
管
理
、
廃
棄
物
の
処
理
、
警
備
、
調
査
研
究
、
企
画
製
作
、
運
送
保
管
、

機
械
設
備
等
の
保
守
点
検
、
情
報
通
信
サ
ー
ビ
ス
等
の
役
務
の
提
供
の
契
約
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の

審
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
四
年
六
月
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
行
う
契
約

別
表
の
業
務
種
目
の
欄
に
掲
げ
る
役
務
の
提
供
の
契
約

二

審
査
事
項

１

申
請
時
の
直
前
事
業
年
度
の
決
算
（
以
下
「
直
前
決
算
」
と
い
う

）
に
お
け
る
売
上
高
（
消

。

費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
を
除
く

）
。

２

直
前
決
算
に
お
け
る
自
己
資
本
額

３

直
前
決
算
に
お
け
る
流
動
比
率

４

申
請
時
に
お
け
る
従
業
員
数

５

申
請
時
ま
で
の
営
業
年
数

６

Ｉ
Ｓ
Ｏ
審
査
登
録
等
に
関
す
る
事
項

７

障
害
者
雇
用
に
関
す
る
事
項

８

男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
事
項

９

事
業
者
認
定
等
に
関
す
る
事
項
（
情
報
通
信
サ
ー
ビ
ス
の
み
）

情
報
処
理
技
術
者
数
（
情
報
通
信
サ
ー
ビ
ス
の
み
）

10
三

入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

次
に
掲
げ
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
１
に
掲
げ

る
者
で
知
事
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

１

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
者

２

岡
山
県
税
、
市
町
村
税
（
県
内
の
市
町
村
長
が
課
し
た
も
の
に
限
る

）
又
は
消
費
税
及
び
地

。

方
消
費
税
を
滞
納
し
て
い
る
者

３

営
業
に
関
し
免
許
、
許
可
、
認
可
、
資
格
等
（
以
下
「
許
認
可
等
」
と
い
う

）
を
受
け
、
又

。

は
届
出
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
許
認
可
等
を
受
け
て
い
な
い
者
又

は
当
該
届
出
等
を
行
っ
て
い
な
い
者

４

業
務
の
種
類
に
応
じ
知
事
が
必
要
と
認
め
る
資
格
を
有
す
る
者
を
常
時
勤
務
す
る
者
と
し
て
有

し
て
い
な
い
者

５

岡
山
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
二
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規

定
す
る
者

６

５
に
掲
げ
る
者
を
役
員
又
は
支
配
人
と
し
て
い
る
法
人
及
び
当
該
者
を
支
配
人
と
し
て
い
る
個

人
７

過
去
三
年
以
内
に
お
い
て
、
５
又
は
６
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
入

札
参
加
資
格
の
取
消
し
を
受
け
た
者

四

入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
手
続

１

提
出
書
類
（
官
公
署
の
証
明
に
係
る
書
類
は
、
作
成
後
三
月
以
内
の
も
の
に
限
る

）
。

申
請
書

(1)

法
人
に
あ
っ
て
は
登
記
事
項
証
明
書
、
個
人
に
あ
っ
て
は
本
籍
地
の
市
町
村
長
が
発
行
す
る

(2)
身
分
証
明
書
及
び
登
記
事
項
証
明
書
（
支
配
人
を
選
任
し
て
い
る
場
合
に
限
る

）
。

岡
山
県
県
民
局
長
が
発
行
し
た
県
税
（
延
滞
金
等
を
含
む

）
の
納
税
証
明
書
（
滞
納
が
な
い

。

(3)

。

。
）（

。
）

こ
と
を
証
明
し
て
い
る
も
の
に
限
る

以
下
同
じ

県
に
納
税
の
義
務
が
あ
る
者
に
限
る

県
内
の
市
町
村
長
が
発
行
し
た
市
町
村
税
（
延
滞
金
等
を
含
む
。
以
下
同
じ

）
の
納
税
証

。

(4)
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明
書
（
県
内
の
市
町
村
に
納
税
の
義
務
が
あ
る
者
に
限
る

。
た
だ
し
、
県
内
の
営
業
所
の

。
）

長
等
に
県
と
の
契
約
の
締
結
等
に
つ
い
て
の
権
限
を
委
任
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
営
業
所

等
の
所
在
地
の
市
町
村
長
が
発
行
し
た
市
町
村
税
の
納
税
証
明
書
、
委
任
し
な
い
場
合
に
あ
っ

て
は
県
内
の
本
店
又
は
主
た
る
営
業
所
等
の
所
在
地
の
市
町
村
長
が
発
行
し
た
市
町
村
税
の
納

税
証
明
書

税
務
署
長
が
発
行
し
た
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
未
納
税
額
が
な
い
こ
と
の
証
明
書

(5)

直
前
決
算
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
（
法
人
に
あ
っ
て
は
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
、
個

(6)
人
に
あ
っ
て
は
損
益
計
算
書
及
び
資
産
負
債
調
）

印
鑑
登
録
証
明
書

(7)

法
人
に
あ
っ
て
は
役
員
及
び
支
配
人
の
名
簿
、
個
人
に
あ
っ
て
は
当
該
個
人
及
び
支
配
人
の

(8)
名
簿
（
支
配
人
を
選
任
し
て
い
る
場
合
に
限
る

）
。

営
業
に
関
し
許
認
可
等
を
受
け
、
又
は
届
出
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
当

(9)
該
許
認
可
等
を
受
け
て
い
る
こ
と
又
は
当
該
届
出
等
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

契
約
の
締
結
等
に
つ
い
て
の
権
限
を
営
業
所
の
長
等
に
委
任
す
る
場
合
に
は
、
委
任
状

(10)

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

(11)
２

提
出
期
間

持
参
の
場
合

(1)

令
和
四
年
八
月
二
十
四
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
（
土
日
を
除
く

）
と
す
る
。

。

な
お
、
三
十
一
日
は
不
備
が
あ
っ
た
場
合
の
再
提
出
の
み
を
受
け
付
け
る
も
の
と
す
る
。

郵
便
又
は
信
書
便
に
よ
る
送
付
の
場
合

(2)

郵
便
又
は
信
書
便
に
よ
る
送
付
（
以
下
「
郵
送
等
」
と
い
う

）
に
よ
り
申
請
書
類
を
提
出

。

す
る
場
合
は
、
令
和
四
年
七
月
十
五
日
か
ら
同
年
八
月
二
十
三
日
ま
で
に
必
着
と
す
る
。

３

提
出
場
所

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
庁
西
庁
舎
一
階
会
議
室

４

提
出
方
法

持
参
の
場
合

(1)

２

の
提
出
期
間
中
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
（
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除

(1)

く

）
の
間
に
３
の
提
出
場
所
に
お
い
て
提
出
す
る
こ
と
。

。郵
送
等
の
場
合

(2)

八
３
の
問
い
合
わ
せ
先
に
郵
送
等
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。

五

申
請
書
の
交
付
期
間
等

１

交
付
期
間

令
和
四
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
八
月
三
十
日
ま
で
（
土
日
及
び
祝
日
を
除
く

）
。

２

交
付
場
所

岡
山
県
出
納
局
用
度
課
、
総
務
部
財
産
活
用
課
、
総
務
部
デ
ジ
タ
ル
推
進
課
並
び
に
各
県
民
局

地
域
政
策
部
総
務
課
及
び
地
域
総
務
課

３

交
付
方
法

２
の
交
付
場
所
に
お
い
て
交
付
を
受
け
る
場
合

(1)

（

。
）

１
の
交
付
期
間
中
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く

の
間
に
交
付
す
る
。

郵
送
に
よ
り
交
付
を
受
け
る
場
合

(2)

返
信
用
の
封
筒
（
角
形
二
号
（
長
さ
三
十
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル×

幅
二
十
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
）
の
封
筒
に
返
信
先
宛
名
を
明
記
し
、
二
百
五
十
円
分
の
返
信
用
切
手
を
貼
っ
た
も
の
）
を

同
封
し
て
、
八
に
掲
げ
る
問
い
合
わ
せ
先
宛
て
に
請
求
す
る
こ
と
（
令
和
四
年
八
月
二
十
四
日

ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
る

。
。
）
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岡
山
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
場
合

(3)

岡
山
県
出
納
局
用
度
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（https://www.pref.okayama.jp/soshiki/74

/
)

、

総
務
部
財
産
活
用
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
s
:
//
w
w
w
.
p
r
e
f
.
o
k
a
y
a
ma
.
j
p
/
s
o
s
h
i
k
i
/
1
0
/

）
又

は
総
務
部
デ
ジ
タ
ル
推
進
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
o
k
a
y
a
m
a
.
j
p
/
s
o
s
h
i
k
i
/

2
0
/

）
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

六

入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
結
果
の
通
知

申
請
者
に
文
書
で
通
知
す
る
。

七

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

八

問
い
合
わ
せ
先

１

別
表
の
業
務
種
目
の
欄
に
掲
げ
る
役
務
の
う
ち
大
分
類
１
建
物
等
の
保
守
管
理
、
大
分
類
２
廃

棄
物
の
処
理
及
び
大
分
類
３
警
備
に
係
る
業
務

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
総
務
部
財
産
活
用
課
庁
舎
管
理
班
（
直
通
電

話
（
〇
八
六
）
二
二
六

七
二
三
四
）

－

２

別
表
の
業
務
種
目
の
欄
に
掲
げ
る
役
務
の
う
ち
大
分
類
８
情
報
通
信
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
業
務

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
総
務
部
デ
ジ
タ
ル
推
進
課
地
域
情
報
化
班

（
直
通
電
話
（
〇
八
六
）
二
二
六

七
二
六
四
）

－

３

別
表
の
業
務
種
目
の
欄
に
掲
げ
る
役
務
の
う
ち
１
及
び
２
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
に
係
る

業
務岡

山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
出
納
局
用
度
課
管
理
班
（
直
通
電
話
（
〇
八

六
）
二
二
六

七
五
三
七
）

－
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4 3 2 1
番
号

警
備

廃
棄
物
の
処
理

建
物
等
の
保
守

管
理

種

目

5 4 3 2 1 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
番
号

そ
の
他

検
査

環
境
測
定

調
査
研
究
（
自
然
科
学
分
野

)

調
査
研
究
（
社
会
経
済
分
野

)

そ
の
他

機
械
警
備

施
設
警
備

そ
の
他

廃
棄
物
再
生
事
業

特
別
管
理
廃
棄
物
（
処
分
）

特
別
管
理
廃
棄
物
（
収
集
運
搬
）

産
業
廃
棄
物
（
処
分
）

産
業
廃
棄
物
（
収
集
運
搬
）

一
般
廃
棄
物
（
処
分
）

一
般
廃
棄
物
（
収
集
運
搬
）

そ
の
他

施
設
の
管
理
・
運
営

建
築
物
等
の
定
期
点
検

庭
木
芝
生
管
理
（
剪
定
・
殺
虫
消

毒
）

昇
降
機
等
保
守

消
防
設
備
保
守

危
険
物
施
設
保
守

ボ
イ
ラ
ー
の
運
転
・
清
掃
・
保
守

冷
暖
房
設
備
等
保
守

給
排
水
・
換
気
設
備
等
保
守

電
気
設
備
等
保
守

中
央
監
視
設
備
等
保
守

電
気
・
機
械
設
備
等
の
運
転
・
監
視

建
築
物
ね
ず
み
昆
虫
等
防
除

排
水
槽
の
清
掃

浄
化
槽
の
保
守
・
清
掃

建
築
物
飲
料
水
貯
水
槽
等
清
掃

無
線
通
信
設
備
保
守

放
送
・
時
計
設
備
等
保
守

有
線
通
信
設
備
保
守

建
築
物
清
掃

種
　
　
　
目

出
納
局
用
度
課

総
務
部
財
産
活
用

課

9 8 7 6 5
番
号

情
報
通
信
サ
ー

ビ
ス

運
送
保
管

種

目

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 7 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1
番
号

そ
の
他

森
林
管
理

公
園
・
河
川
の
管
理

ク
リ
ー
ニ
ン
グ

損
害
保
険

筆
耕
・
翻
訳

研
修
業
務

人
材
派
遣
サ
ー
ビ
ス

給
食
業
務

健
康
診
断

そ
の
他

通
信
サ
ー
ビ
ス

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
サ
ー
ビ
ス

A
S
P
（
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン

サ
ー
ビ
ス
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
）

デ
ー
タ
処
理

シ
ス
テ
ム
等
管
理
運
営

シ
ス
テ
ム
等
開
発
・
改
良

コ
ン
テ
ン
ツ
作
成

そ
の
他

設
備
（
建
物
等
の
保
守
管
理
以

外
）

機
械

そ
の
他
機
器

分
析
機
器

計
測
機
器

そ
の
他

保
管

梱
包
・
発
送

貨
物
運
送

旅
客
運
送

そ
の
他

デ
ザ
イ
ン
企
画

イ
ベ
ン
ト
企
画
運
営

広
告
・
広
報

映
画
・
ビ
デ
オ

写
真
・
製
図

看
板

物
品

種
　
　
 
目

出
納
局
用
度
課

総
務
部
デ
ジ
タ
ル

推
進
課

出
納
局
用
度
課

そ
の
他
（
情
報

通
信
サ
ー
ビ
ス

を
除
く
。
）

機
械
設
備
等
の

保
守
点
検
（
情

報
通
信
サ
ー
ビ

ス
を
除
く
。
）

企
画
製
作
（
情

報
通
信
サ
ー
ビ

ス
を
除
く
。
）

調
査
研
究
（
情

報
通
信
サ
ー
ビ

ス
を
除
く
。
）

担

当

課

大
分
類

業

務

種

目

小

分

類

別
　
表

担

当

課

情
報
通
信
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
調
査

(

通
信
に
関
す
る
も
の
は
、
シ
ス

テ
ム
を
利
用
す
る
も
の
に
限

る
。

)

8

大
分
類

小

分

類

業

務

種

目

令和４年６月１４日　岡山県公報　第１２４０４号



二
九
一

政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入

〔
〕

、

。

札
を
実
施
す
る

令
和
四
年
六
月
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
調
達
内
容

(
1
)
借
入
件
名
及
び
数
量

指
掌
紋
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム
借
入

一
式

(
2
)
借
入
物
件
の
特
質
等

入
札
説
明
書
及
び
指
掌
紋
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム
借
入
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い

う
）
に
よ
る
。

。

(
3
)
借
入
期
間

令
和
４
年
1
2
月
１
日
か
ら
令
和
1
0
年
1
1
月
3
0
日
ま
で

(
4
)
借
入
場
所

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

(
5
)
入
札
方
法

入
札
金
額
は
、
全
て
の
借
入
物
件
の
本
体
価
格
の
ほ
か
、
輸
送
費
及
び
入
札
説
明
書
等
に
記
載

す
る
作
業
等
に
要
す
る
一
切
の
諸
経
費
を
含
め
た
額
と
し
、
１
月
当
た
り
の
単
価
（
本
件
借
入
れ

に
係
る
物
件
を
６
年
間
借
り
受
け
る
も
の
と
し
て
算
定
し
た
リ
ー
ス
料
総
額
の
7
2
分
の
１
に
相
当

す
る
額
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

な
お
、
落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
1
0
0
分
の
1
0

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

金
額
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税

。

及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ

た
契
約
金
額
の
1
1
0
分
の
1
0
0
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

２
競
争
入
札
参
加
資
格

次
の
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と
す
る
。

(
1
)
令
和
４
年
度
に
県
が
発
注
す
る
物
品
の
調
達
契
約
で
あ
っ
て
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特

定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第
3
7
2
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ

る
契
約
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
令
和
４
年
岡
山
県
告
示
第
3
5
号
（
物

品
の
売
買
、
修
理
等
の
調
達
契
約
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
、
資
格
審
査
の
申
請
手
続
等
。

以
下
「
資
格
告
示
」
と
い
う
）
に
定
め
る
資
格
を
い
う
）
を
得
て
い
る
者
で
、
格
付
区
分
が

。
。

Ａ
で
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(
2
)
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
2
2
年
政
令
第
1
6
号
）
第
1
6
7
条
の
４
第
２
項
の
規
定
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。

(
3
)
こ
の
公
告
の
日
か
ら
落
札
者
が
決
定
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
物
品
の
売
買
、
修
理
等
の

契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
（
条
件
付
）
参
加
資
格
者
の
資
格
審
査
要
領
（
平
成
1
9
年
岡
山
県
告

示
第
3
0
6
号
）
の
規
定
に
よ
る
入
札
参
加
の
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

(
4
)
こ
の
公
告
の
日
か
ら
落
札
者
が
決
定
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
物
品
の
売
買
、
修
理
等
の

契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
（
条
件
付
）
参
加
除
外
等
要
領
に
基
づ
く
入
札
参
加
除
外
の
措
置
を

受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

(
5
)
民
事
再
生
法
（
平
成
1
1
年
法
律
第
2
2
5
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て

い
る
者
又
は
会
社
更
生
法
（
平
成
1
4
年
法
律
第
1
5
4
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が

な
さ
れ
て
い
る
者
（
再
生
手
続
開
始
の
決
定
又
は
更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
い
る
者
を
除

く
）
で
な
い
こ
と
。

。

(
6
)
納
入
す
る
機
器
に
つ
い
て
、
岡
山
県
警
察
本
部
刑
事
部
鑑
識
課
長
の
確
認
を
受
け
た
者
で
あ
る
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こ
と
。

３
競
争
入
札
参
加
資
格
の
申
請
手
続

こ
の
一
般
競
争
入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
で
、
２
(
1
)
の
資
格
を
得
て
い
な
い
も
の
は
、
資

格
告
示
に
基
づ
き
申
請
手
続
を
行
う
こ
と
。

(
1
)
申
請
書
の
入
手
先
、
提
出
先
及
び
問
い
合
わ
せ
先

〒
7
0
0
－
8
5
7
0
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
４
番
６
号

岡
山
県
出
納
局
用
度
課
管
理
班
（
岡
山
県
庁
２
階
）

電
話
（
0
8
6
）
2
2
6
－
7
5
3
8

(
2
)
申
請
書
の
提
出
期
限

令
和
４
年
７
月
1
3
日
（
水
）

午
後
４
時

４
入
札
書
の
提
出
場
所
等

(
1
)
入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合
わ

せ
先〒
7
0
0
－
8
5
1
2
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
４
番
６
号

岡
山
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課
契
約
担
当

電
話
（
0
8
6
）
2
3
4
－
0
1
1
0
内
線
2
2
4
2

(
2
)
入
札
説
明
書
等
の
交
付
期
間
及
び
交
付
方
法

ア
交
付
期
間

令
和
４
年
６
月
1
4
日
（
火
）
か
ら
同
年
７
月
2
5
日
（
月
）
ま
で
（
岡
山
県
の
休
日
を
定
め
る

条
例
（
平
成
元
年
岡
山
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
く
）
。

イ
交
付
方
法

(
1
)
の
場
所
に
て
交
付
す
る
。

ま
た
、
郵
送
に
よ
る
交
付
を
希
望
す
る
場
合
は
、
交
付
に
必
要
な
期
間
を
十
分
に
考
慮
し
、

返
信
用
封
筒
及
び
返
信
に
必
要
な
切
手
等
を
同
封
し
、
(
1
)
の
場
所
に
請
求
す
る
こ
と
。

な
お
、
交
付
す
る
入
札
説
明
書
等
は
、
縦
2
9
7
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
横
2
1
0
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
重

さ
1
8
0
グ
ラ
ム
で
あ
る
の
で
、
注
意
す
る
こ
と
。

(
3
)
入
札
書
の
受
領
期
限

令
和
４
年
８
月
３
日
（
水
）

午
後
４
時

(
4
)
開
札
の
日
時
及
び
場
所

令
和
４
年
８
月
４
日
（
木
）

午
前
1
1
時

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
４
番
６
号

岡
山
県
警
察
本
部
庁
舎
２
階
入
札
室

５
借
入
物
件
に
係
る
事
前
の
確
認

こ
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
示
す
書
類
を
令
和
４
年
７
月
1
3

日
（
水
）
ま
で
に
入
札
説
明
書
で
示
す
場
所
に
提
出
し
、
借
入
物
件
に
係
る
岡
山
県
警
察
本
部
刑
事

部
鑑
識
課
長
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
そ
の
他

(
1
)
入
札
及
び
契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

(
2
)
入
札
保
証
金

（
）

。
岡
山
県
財
務
規
則
昭
和
6
1
年
岡
山
県
規
則
第
８
号
第
1
3
1
条
及
び
第
1
3
3
条
の
規
定
に
よ
る

(
3
)
契
約
保
証
金

岡
山
県
財
務
規
則
第
1
5
3
条
及
び
第
1
5
5
条
の
規
定
に
よ
る
。

(
4
)
入
札
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

こ
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
書
を
受
領
期
限
ま
で
に
提
出
す
る
と
と
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も
に
、
入
札
説
明
書
に
示
す
書
類
を
作
成
し
、
令
和
４
年
７
月
2
5
日
（
月
）
午
後
４
時
ま
で
に
、

入
札
説
明
書
で
示
す
場
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
入
札
参
加
希
望
者
は
、
契
約
担
当
者
か
ら
提
出
し
た
書
類
等
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ

た
場
合
に
は
、
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
5
)
入
札
の
無
効

こ
の
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義

務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
そ
の
他
岡
山
県
財
務
規
則
第
1
4
0
条
各
号
に
掲
げ
る
入
札

に
係
る
入
札
書
は
、
無
効
と
す
る
。

(
6
)
契
約
書
作
成
の
要
否

要

(
7
)
落
札
者
の
決
定
方
法

岡
山
県
財
務
規
則
第
1
3
7
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内

で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

(
8
)
そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

７
S
u
m
m
a
r
y

(
1
)
N
a
m
e
a
n
d
q
u
a
n
t
i
t
y
o
f
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
s
t
o
b
e
l
e
a
s
e
d
:

A
u
t
o
m
a
t
e
d
F
i
n
g
e
r
p
r
i
n
t
I
d
e
n
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
S
y
s
t
e
m
1
s
e
t

(
2
)
L
e
a
s
e
p
e
r
i
o
d
:

F
r
o
m
１
D
e
c
e
m
b
e
r
,
2
0
2
2
t
h
r
o
u
g
h
3
0
N
o
v
e
m
b
e
r
,
2
0
2
8

(
3
)
D
e
l
i
v
e
r
y
p
l
a
c
e
:

S
p
e
c
i
f
i
e
d
i
n
t
h
e
b
i
d
e
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
f
o
r
m

(
4
)
T
i
m
e
l
i
m
i
t
f
o
r
t
e
n
d
e
r
:

４
:
0
0
P
.
M
.
3
A
u
g
u
s
t
,
2
0
2
2

(
5
)
C
o
n
t
a
c
t
p
o
i
n
t
f
o
r
t
h
e
n
o
t
i
c
e
:

F
i
n
a
n
c
e
S
e
c
t
i
o
n
,
O
k
a
y
a
m
a
P
r
e
f
e
c
t
u
r
a
l
P
o
l
i
c
e
H
e
a
d
q
u
a
r
t
e
r
s

２
－
４
－
６
U
c
h
i
s
a
n
g
e
,
K
i
t
a
－
k
u
,
O
k
a
y
a
m
a
－
s
h
i
,
O
k
a
y
a
m
a
－
k
e
n
,
7
0
0
－
8
5
1
2
,

J
a
p
a
n

T
e
l
e
p
h
o
n
e
：
0
8
6
－
2
3
4
－
0
1
1
0
,
E
x
t
.
2
2
4
2
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◎
岡
山
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
公
告
第
七
三
三
号 

 

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
令
和
三
年
度
決
算
の
要
旨
を
公
告
す
る
。 

令
和
四
年
六
月
十
四
日 

岡
山
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
理
事
長 

 

大 
 

舌 
 

 
 

 

勲 
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※  一部事務組合等には、共済組合を含む。

任意継続
組合員

121

－

－

－

41,942

346,628

－

41,950

24

15,600

217,134

 短期標準報酬の月額  (千円）

 短期平均標準報酬の月額（円）

宿 泊

 組 合 員 数         （人）

 長期標準報酬の月額 （千円）

１  組合に属する地方公共団体数

381,381

24,728,312

6,568,690

616,911

 長期標準期末手当等の額の
 年度累計額      （千円）

66

16,944

6,462,130

68

特定消防
組合員

2,310

874,170

市町村長
長期組合員

3

1,950

組合員種別

一部事務

39

市

15

町

10

計

２  組合員数、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の年度累計額等

一般組合員

一般職 特別職
市町村長
組合員

村

2

 短期標準期末手当等の額の
 年度累計額      （千円）

89,914 3,248,540

387,670

24,775,045

71,407

19,800

825,000

191,744

48,550

713,970

8,244

650,000

長期
組合員

4

2,150

537,500378,428

3,248,540

874,170

378,428

7,500

2,350

783,333

6,801

3,510

877,500

9,392

継続長期
組合員

0

0

0

0

－

－

－

650,000

28,254,304

7,559,012

388,159

28,348,269

計

19,474

7,397,950

382,263

28,205,884

－

－

－

第三号厚生
年金被保険者

19,317

7,381,360

382,117 長期平均標準報酬の月額（円）

３  組合の職員数

人   員 ３人 ０人

経理単位 計

２人 ０人 ２６人

業 務

２１人

保 健 貯 金 貸 付
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連 合 会 交 付 金 624,954
雑 収 入 5,046

59,664

計
（支　出）
負 担 金 払 込 金
組合員保険料払込金

16,524,460
(7,918,648)
(2,560,526)
(4,659,115)

[標準期末手当等分]
[ 公 的 負 担 金 ]

1,450,564

計

災 害 給 付

5,244,912
739,203

5,279,328
747,842

0

4,210

千円

一部負担金払戻金

316
2,704

789,221
13,433,526

千円
4,873,646

退職者給付拠出金 81
1,428,732介 護 納 付 金

616,637

860,491
1,720,970

退 職 等 年 金 経 理

151,562

24,510

（収  入）
負 担 金
[標準報酬の月額分]

860,479
(650,234)
(210,245)

860,491
(650,253)
(210,238)

[ 追 加 費 用 ]
組 合 員 保 険 料

1,720,970
千円

千円

計
（支　出）

掛 金
[標準報酬の月額分]
[標準期末手当等分]

附 加 給 付
前期高齢者納付金
後期高齢者支援金
病 床 転 換 支 援 金

(2,560,533)
27,003,815

老 人 保 健 拠 出 金

保 健 給 付
休 業 給 付

千円

介 護 掛 金 ( 任 継 掛 金 を 含 む )

補 助 金

2,560,562

0
8

短 期 負 担 金
介 護 負 担 金

厚 生 年 金 保 険 経 理
（収  入）
短 期 経 理

４  各経理単位別収支状況

短 期 掛 金 ( 任 継 掛 金 を 含 む )

利 息 及 び 配 当 金
賠 償 金
前年度繰越支払準備金

計
（支  出）

千円

16,524,460
10,479,355
27,003,815

計

[標準報酬の月額分]
[標準期末手当等分]

千円

（収  入）

(2,264)
126,611

821,364

842,274

負 担 金
[標準報酬の月額分]
[標準期末手当等分]

(1,386,171)

(7,918,822)
10,479,355

[旧恩給組合条例給付に係る払込金]

計

567,212
27,198
5,302

（収  入）

[標準報酬の月額分]
[標準期末手当等分]

（支  出）

負 担 金

負 担 金 払 込 金

4,366,026
3,544,662

負 担 金 払 込 金 860,479
掛 金 払 込 金

計

連 合 会 払 込 金
連 合 会 拠 出 金
業 務 経 理 へ 繰 入
任 継 掛 金 還 付 金
次年度繰越支払準備金

計
差 引 当 期 利 益 金
前年度末利益剰余金

12,612,162

千円

次年度繰越利益剰余金

126,611
126,611

[ 追 加 費 用 ]

経 過 的 長 期 経 理

126,611
(8,860)
(2,827)

(112,660)
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[任意継続組合員分] (2,154)

（支  出） 千円
支 払 利 息 0

計 0

（収  入） 千円
利 息 及 び 配 当 金 0

計 0

計 12,585

千円
経 過 的 長 期 預 託 金 管 理 経 理

千円

27

（収  入）

（支  出）

退 職 等 年 金 預 託 金 管 理 経 理
（収  入）

利 息 及 び 配 当 金 12,585
計 12,585

計 334,773

負担金 218,619
連 合 会 交 付 金 88,904

（支　出） 千円

千円
支 払 利 息 12,585 短 期 経 理 よ り 繰 入 27,198

雑 収 入 25

利 息 及 び 配 当 金

委 託 費 11,421
賃 借 料 25,748

役 職 員 給 与 121,848
旅 費 ・ 事 務 費 16,792

消 費 税 4,706
連 合 会 分 担 金 7,035

普 及 費 10,383
負 担 金 21,431

業 務 経 理

1,130
318,478
16,295

475,376
491,671

事務費負担金払込金 97,271
減 価 償 却 費 713

0
501,476

そ の 他 の 支 出
計

差 引 当 期 利 益 金
前年度末利益剰余金

410,430
28,685

(5,219)
(23,466)

次年度繰越利益剰余
3,567
8,813
3,832

宿 泊 経 理 へ 繰 入 0

負 担 金 3,026

32
4,155

25,652
0

千円
17,277

千円
237,047

(176,179)
(56,249)

234,590
(176,182)
(56,254)

委 託 費
賃 借 料

（収  入）
負 担 金
[標準報酬の月額分]
[標準期末手当等分]

[標準期末手当等分]

（支  出）
職 員 給 与

保 険 手 数 料
連 合 会 交 付 金

(4,619)

保 健 経 理

厚 生 費
特 定 健 康 診 査 等 費
[特定健康診査 費 ]

貸 付 経 理 よ り 相 互 繰 入

計

旅 費 ・ 事 務 費
[特定保健指導 費 ]

利 息 及 び 配 当 金
雑 益

[特定健診等負担金]
掛 金
[標準報酬の月額分]

連 合 会 分 担 金 4,649

計 485,664

普及費・調査研究費 2,114

消 費 税 3,039

差 引 当 期 利 益 金 15,812

前年度末利益剰余金 597,971

減 価 償 却 そ の 他 の 支 出 232

次 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 613,783
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利 息 及 び 配 当 金 1

貸 付 経 理

（収  入）

計

（ 支 出 ）

1,554旅 費 ・ 事 務 費

そ の 他 の 収 入

千円

商 品 売 上 2,103

25,839

143

133

233,408

60,000

11,078

賃 借 料

普 及 費

飲 食 材 料 費

委 託 費

委 託 管 理 費

光 熱 水 料

修 繕 費

洗 濯 費

40,392

21,262

7,592

4,456

商 品 仕 入

事 業 用 消 耗 品 費

4,372

2,501

1,368

7,914

24,677

101,523

宿 泊 経 理

（収  入）

施 設 収 入

千円

134,112

賃 貸 料

利 息 及 び 配 当 金

貸 倒 引 当 金 戻 入
貸付経理より相互繰入

償 還 差 益 480

計

利 息 及 び 配 当 金 622,768

千円

組 合 員 貸 付 金 利 息 18,864

有 価 証 券 売 却 益 6,248

貯 金 経 理

（収  入） 千円

旅 費 ・ 事 務 費 2,855

賃 借 料 2,348

629,496

（ 支 出 ） 千円

職 員 給 与 9,588

消 費 税 570

支 払 利 息 534,521

普 及 費 1,546

負 担 金 1,734

差 引 当 期 利 益 金 75,721

前年度末利益剰余金 3,875,296

そ の 他 の 支 出 613

計 553,775

次年度繰越利益剰余金 3,951,017

連 合 会 交 付 金 120

計 18,985

（ 支 出 ） 千円

職 員 給 与 0

賃 借 料 1,108

負 担 金 0

旅 費 ・ 事 務 費 1,261

委 託 費 199

支 払 利 息 12,584

連 合 会 払 込 金 0

普 及 費 1,446

消 費 税 315

負 担 金

消 費 税

5,338

3,752

差 引 当 期 損 失 金 57,943

前年度末利益剰余金 363,786
次 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 305,843

そ の 他 の 支 出 15

計 76,928

貸 倒 引 当 金 繰 入 171

前年度末利益剰余金 320,084

保 険 料 811

被 服 費 159
減 価 償 却 費 ・ 固 定 資 産 除 却 損 60,115

宿泊経理へ相互繰入 60,000

次年度繰越利益剰余金 265,448

差 引 当 期 損 失 金 54,636

そ の 他 の 支 出 87

計 288,044
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）
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